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第４１１回島根県議会提出議案等一覧

Ｈ１９．２．１３ 提案分

区 分 議 案 名議案No

平成１９年度島根県一般会計予算議 案 予算案 １

(16件)(65件)

平成１９年度島根県公債管理特別会計予算 外９特別会計予算２

～

２ 公債管理 ３ 証紙 ４ 市町村振興資金１１

５ 母子寡婦福祉資金 ６ 農林漁業改善資金 ７ 中小企業近代化資金

８ 中海水中貯木場 ９ 臨港地域整備 １０ 流域下水道

１１ 県営住宅

平成１９年度島根県病院事業会計予算 外４事業会計予算１２

～

１２ 病院 １３ 電気 １４ 工業用水道 １５ 水道 １６ 宅地造成１６

島根県知事の資産等の公開に関する条例及び島根県議会議員の資産等の公開条例案 １７

に関する条例の一部を改正する条例(37件)

郵政民営化法及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、資産等報告書等に記

載する事項の規定の整理

施行日：平成１９年１０月１日ほか

公立大学法人島根県立大学における重要な財産を定める条例１８

公立大学法人島根県立大学の設立に伴い、同法人における財産の処分等の制限に係る重要

な財産を規定

・7,000万円以上の不動産（土地については、1件2万㎡以上に限る）又は動産

・7,000万円以上の動産又は不動産の信託の受益権

施行日：平成１９年４月１日

公立大学法人島根県立大学への職員の引継ぎに関する条例１９

公立大学法人島根県立大学の設立に伴い、同法人に職員を引き継ぐ県の内部組織を規定

施行日：平成１９年４月１日

公立大学法人島根県立大学の設立等に伴う関係条例の整備に関する条例２０

公立大学法人島根県立大学の設立及び同法人の設立により財団法人北東アジア地域学術交

流財団が解散することに伴う関係条例（３条例）の所要の改正

施行日：平成１９年４月１日
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区 分 議 案 名議案No

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴条例案 ２１

う関係条例の整理に関する条例つづき

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

（２条例）の規定の整理

施行日：政令で定める日又は公布の

日のいずれか遅い日

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条２２

例

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例（６条例）についての所要の

改正

・「盲学校、ろう学校及び養護学校」（総称：特殊教育学校）を特別支援学校とする

など

施行日：平成１９年４月１日

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例２３

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例（４条例）の規定の整理

施行日：平成１９年４月１日ほか

島根県副知事定数条例２４

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、副知事の定数を規定

・副知事定数：１人

施行日：平成１９年４月１日

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例２５

人事委員会の勧告に基づき、職員に対して支給する諸手当についての所要の改正

①管理職手当の定額化

管理職手当の月額：給料月額に25/100の範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて

得た額

→ 管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の25/100

に相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

②扶養手当の改正

・扶養親族たる子、父母等のうち３人目以降 5,000円 → 6,000円

施行日：平成１９年４月１日

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例２６

人事委員会の勧告に基づき、教育職員に対して支給する諸手当についての所要の改正

①管理職手当の定額化

管理職手当の月額：給料月額に25/100の範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて

得た額

→ 管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の25/100

に相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

②扶養手当の改正

・扶養親族たる子、父母等のうち３人目以降 5,000円 → 6,000円

施行日：平成１９年４月１日
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区 分 議 案 名議案No

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例条例案 ２７

人事委員会の勧告に基づき、教職員に対して支給する諸手当についての所要の改正つづき

①管理職手当の定額化

管理職手当の月額：給料月額に25/100の範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて

得た額

→ 管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の25/100

に相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

②扶養手当の改正

・扶養親族たる子、父母等のうち３人目以降 5,000円 → 6,000円

施行日：平成１９年４月１日

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例２８

知事等の給与の減額期間を１年間延長するための所要の改正など

①減額期間：平成１９年度まで

②病院事業管理者の給与の減額

・減額率：給料月額の15％ ・減額期間：平成１９年度

施行日：①公布の日

②平成１９年４月１日

職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例２９

一般職の職員の給与の減額期間を１年間延長するための所要の改正など

①減額期間：平成１９年度まで

②管理職手当の定額化に伴う減額方法の改正

施行日：①公布の日

②平成１９年４月１日

島根県職員定数条例の一部を改正する条例３０

行財政改革に伴う定数の削減と、地方公営企業の定員管理の明確化を図るための所要の改

正

①職員定数の改正

区 分 改 正 前 改 正 後 増 減

知事の事務部局の職員 4,122人 3,703人 △419人

一般会計に属する職員 4,030人 3,663人 △367人

特別会計に属する職員 92人 40人 △ 52人

教育委員会の事務部局の職員 313人 302人 △ 11人

②地方公営企業の特別会計に属する職員の定数の規定を削除 など

施行日：平成１９年４月１日
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区 分 議 案 名議案No

島根県企業局職員定数条例条例案 ３１

地方公営企業の定員管理の明確化を図るため、企業局の職員の定数を規定つづき

・職員定数：93人

施行日：平成１９年４月１日

島根県病院局職員定数条例３２

地方公営企業の定員管理の明確化を図るため、病院局の職員の定数を規定

・職員定数：856人

施行日：平成１９年４月１日

県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部を改正す３３

る条例

児童数及び生徒数の変動等に伴う、職員定数の改正

・高等学校教育職員 1,759人 → 1,716人

・高等学校事務職員等 217人 → 214人

・特別支援学校教育職員 854人 → 878人

・小学校及び中学校教育職員 5,331人 → 5,276人

・小学校及び中学校事務職員等 432人 → 409人

施行日：平成１９年４月１日

島根県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例３４

行政需要の変動に伴う、職員定数の改正

・警察官 1,450人 → 1,460人

施行日：平成１９年４月１日

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例３５

公立大学法人島根県立大学への業務の円滑な移行などのため、職員を派遣することができ

る公益法人等を追加

施行日：平成１９年４月１日ほか
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区 分 議 案 名議案No

使用料及び手数料の額の改定等に関する条例条例案 ３６

経済情勢の変動等に伴い、各種使用料及び手数料の額の改定つづき

（改定の主なもの）

・使用料 （単位：円）

区 分 現 行 改定後

農業大学校授業料 111,600 118,800

高等技術校授業料 111,600 118,800

・手数料 （単位：円）

手数料を納めなければならない者 現 行 改定後

○産業技術センター手数料

（改定） 280 ～ 330 ～

定性分析を依頼しようとする者 ほか 106,190以内 127,420以内

開放機器使用者及び分析等を依頼しようとする者 － 560以内

開放機器使用者のうち設備機器の指導を受ける者 － 3,380

分析等の依頼者のうち分析等にかかる試料の調整を依頼

しようとする者 － 5,080以内

○構造計算適合性判定手数料

構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラ 159,000～

ムによる者 － 430,000

構造計算の方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラ 211,000～

ム以外のものによる者 － 763,000

○建築確認申請手数料

中間検査を受けようとする者 9,000～

－ 330,000

中間検査を受けた建物の完了検査を受けようとする者 9,000～

－ 370,000

○自動車運転免許手数料

運転免許試験を受けようとする者 1,650～6,650 1,650～8,650

自動車の運転について必要な技能の有無に関する検査を

受けようとする者 2,550～5,300 3,950～7,650

免許の限定解除を受けるための審査を受けようとする者 1,150 ～ 1,150 ～

ほか 22,050 24,700

（１４条例の改正）

施行日：平成１９年４月１日ほか

島根県県税条例の一部を改正する条例３７

自動車税の証紙徴収及び自動車取得税の賦課徴収に係る権限の委任等について所要の改正

・賦課徴収機関：総務部税務課 → 東部県民センター

・職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の整理

施行日：平成１９年４月１日

島根県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条３８

例

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の改正に伴う規定の整理

施行日：公布の日
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議 案 名区 分 議案No

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例条例案 ３９

市町村への権限移譲計画に基づく権限移譲の要請に伴う所要の改正つづき

・対象市町村：松江市外１８市町村

・移譲する事務：保安林の指定・解除等に関する事務 など

施行日：平成１９年４月１日ほか

島根県迷惑行為防止条例４０

多様化した迷惑行為に的確に対処するため、迷惑行為に対する規制及び罰則を強化するこ

とについての所要の改正

①題名の改正：「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

→ 「島根県迷惑行為防止条例」

②改正内容：危険器具の不当携帯行為の禁止規定の新設

罰則の引上げ・新設

両罰規定の新設 など

③押売等の防止に関する条例を統合 施行日：平成１９年６月１日

島根県留置施設視察委員会条例４１

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、島根県留

置施設視察委員会の組織及び運営に関し必要な事項を規定

施行日：政令で定める日又は公布の

日のいずれか遅い日

島根県立総合福祉センター条例の一部を改正する条例４２

介護保険法、障害者自立支援法において高齢者等からの相談業務等を市町村が行うことに

なったことに伴い、島根県立総合福祉センターに設置する高齢者・障害者総合相談センター

を廃止

施行日：平成１９年４月１日

島根県病院事業管理者の給与等に関する条例４３

病院事業管理者の給料、手当及び旅費並びにその支給方法について必要な事項を規定

・給料、地域手当（医師に限る）、通勤手当、期末手当を支給

・給料月額：８０万円（医師でない場合）、１００万円（医師の場合） など

・職員の退職手当に関する条例の改正（病院事業管理者を支給対象に追加）

施行日：平成１９年４月１日

島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例４４

地方公営企業法の規定に基づき病院局職員の給与の種類及び基準について必要な事項を規

定

・給与の種類及び基準 ・関係６条例の規定の整理

施行日：平成１９年４月１日
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議 案 名区 分 議案No

島根県青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例条例案 ４５

青少年の健全な育成を図るため、インターネットの利用による有害情報の閲覧等の防止、つづき

有害図書類の包括的な指定等についての所要の改正

施行日：平成１９年４月１日

（ 一部 平成１９年７月１日）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３８条の２第３項の規定に基づ４６

く報告に関する条例

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正に伴い、改善命令等を受けた精神科病院

の管理者が入院中の任意入院者の症状等を報告することについて必要な事項を規定

施行日：公布の日

感染症診査協議会条例の一部を改正する条例４７

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正及び結核予防法の廃止に

より、結核診査協議会を感染症診査協議会に統合するための所要の改正

施行日：平成１９年４月１日

県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例４８

の一部を改正する条例

社会情勢の変動等に伴う所要の改正

・廃止：他校兼務手当、本分校勤務手当、家畜飼育作業従事手当（牛の削蹄作業）

教務手当

・改正：教員特殊業務手当（部活動指導業務）

４時間以上従事：1,200円/日 → ２時間以上４時間未満従事： 600円/日

４時間以上従事 ：1,200円/日

施行日：平成１９年４月１日

しまね教育の日を定める条例の一部を改正する条例４９

教育基本法の改正に伴う規定の整理

施行日：公布の日

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例５０

県立学校統合再編成通学支援資金制度を設けることに伴い、その返還債務の免除に関する

規定を追加

施行日：平成１９年４月１日

島根県立高等学校等条例の一部を改正する条例５１

経済情勢の変動等に伴う県立高等学校の授業料及び受講料の改定

・授業料の額の改定 115,200円 → 118,800円（全日制・専攻科）

25,200円 → 28,800円（定時制）

施行日：平成１９年４月１日
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議 案 名区 分 議案No

島根県神戸川河口暫定防災対策事業基金条例を廃止する条例条例案 ５２

二級河川神戸川が一級河川斐伊川水系に編入されたことにより、神戸川河口部分の管理者つづき

が国土交通大臣に変更されたことに伴う条例の廃止

施行日：公布の日

島根県営住宅条例の一部を改正する条例５３

入居者駐車場の使用の許可にあたっての公平性の確保と事務処理の円滑化を図るため、許

可に関する基準等の所要の改正

施行日：平成１９年４月１日

公立大学法人島根県立大学中期目標について一 般 ５４

公立大学法人島根県立大学の設立に際し、同大学に指示する中期目標を定める事件案

・根拠法令：地方独立行政法人法第２５条(12件)

包括外部監査契約の締結について５５

平成１９年度における包括外部監査に係る外部監査人との契約

・契約金額：１７，５００千円を上限 ・契約の相手方：福田龍太（公認会計士）

全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全５６

国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について

全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入による変更（平成１９年４月政令

指定都市に移行）及び規約変更

公平委員会の事務の受託について５７

対象：島根県後期高齢者医療広域連合

受託年月日：平成１９年４月１日

公の施設の指定管理者の指定について（島根県立青少年の家）５８

・指定する相手方：北陽ビル管理㈱

・指定する期間：平成１９年４月１日から３年間

公の施設の指定管理者の指定について（島根県立古墳の丘古曽志公園）５９

・指定する相手方：北陽ビル管理㈱

・指定する期間：平成１９年４月１日から３年間

一級河川の指定等について６０

河川改修工事に伴い刈藻谷川放水路ほか４河川を一級河川に指定、変更及び廃止するため

の国土交通大臣の意見照会に対する異議のない旨の意見

・根拠法令：河川法第４条

財産の処分について６１

・処分財産：土地 23,660.23㎡

・処分方法：売却（随意契約） ・処分金額：1,636,220,555円

・処分の相手方：出雲市
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議 案 名区 分 議案No

契約の締結について 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業延屋一 般 ６２
の ぶ や

２期地区（仮称）延屋トンネル工事事件案

つづき 契約の方法：一般競争入札 契約金額：731,850,000円

工期：平成２０年７月３０日

契約の相手方：中筋組・祥洋建設特別共同企業体

施工場所：大田市大屋町地内

契約の締結について 主要地方道津和野田万川線邑輝Ⅱ工区地方道路６３
た ま が わ む ら き

交付金（改良）（仮称）新昭和トンネル工事

契約の方法：一般競争入札 契約金額：2,097,900,000円

工期：議決のあった日の翌日から起算して５８０日目にあたる日

契約の相手方：奥村組・半田組・河野建設特別共同企業体

施工場所：鹿足郡津和野町邑輝地内

契約の締結について 一般県道浜乃木湯町線湯町工区地方道路交付金６４

（改良）（仮称）花仙トンネル工事
か せ ん

契約の方法：一般競争入札 契約金額：878,850,000円

工期：議決のあった日の翌日から起算して５４０日目にあたる日

契約の相手方：松江土建・豊洋建設特別共同企業体

施工場所：松江市玉湯町湯町地内

変更契約の締結について 益田川治水ダム建設事業笹倉ダム再開発工事６５

変更契約金額：1,294,667,850円（176,417,850円増額）

契約の相手方：熊谷組・大畑建設・野村組特別共同企業体

施工場所：益田市美都町笹倉地内

専決処分事件の報告について（変更契約の締結） ２件報 告 報告１

・主要地方道六日市匹見線笹山Ⅱ工区地方道路交付金（改良）（仮称）樫田トンネル工事（３件）
か し た

808,033,800円（4,193,700円減額）

・一般県道久城インター線久城工区地方道路交付金（橋梁）高津川橋梁上部工工事

1,422,015,000円（5,985,000円減額）

専決処分事件の報告について（事故による損害賠償） ９件報告２

・所持品損傷事故 １件 賠償額合計 ２６，２５０円

・交通事故 ５件 賠償額合計 ７５０，５６７円

・落石事故等 ３件 賠償額合計 １５０，２１４円

専決処分事件の報告について（訴えの提起） ２件報告３

県営住宅家賃長期滞納者に対する明渡訴訟 対象者３名


